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入院患者や施設入所者、またその家族が退院・対処後に安心して在宅での療養に移行できるよう、入
院・入所の当初から様々な支援が行われています（下図参照）。 
これらの支援については当該の病院と居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護ステーション等との連
携・サポートが必須であり、またこれらの支援に対して診療報酬や介護報酬が算定される制度が確立
されています。 
 

 
 
■入院時情報連携加算 [居宅介護支援事業所にて算定] 
利用者が入院した際に、病院又は診療所の職員に対して利用者の心身の状態や生活環境等の必要な情
報を提供した場合に加算する。 
⇒入院時情報連携加算の記載様式の中には ADL、在宅生活に必要な要件、家族の介護力等入退院支援
加算で求められる退院困難な要因のスクリーニングに活用する。 
 

  
 

在宅移行支援に係る診療報酬 ～入院時から退院後まで～ 
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 「医事相談室」のご案内  
  

株式会社ユアーズブレーンでは、診療報酬の解釈や指導監査対策等、医事に関する様々なご質問・ 
ご相談に対応する「医事相談室」サービスを提供しております。 

 受付件数：５件程度／月 
 受付時間：月曜～金曜（祝祭日及び弊社休業日を除く）9：00～18：00 
 料  金：15,000円／月（税別） 

詳細をご希望の方は https://www.yb-satellite.co.jp/original9.html#a04から、 
または下記からお気軽にお問合せくださいませ。 
  

お問い合わせ…TEL：082-243-7331  e-mail：info@yb-satellite.co.jp  

 
 
 
■退院・退所加算 [居宅介護支援事業所にて算定] 
保険医療機関の入院患者又は介護施設等の入所者が退院又は退所し、居宅において居宅サービス等
を利用する場合において、保険医療機関等の職員と面談を行い利用者に関する必要な情報を得た上
で、居宅サービス計画を作成、調整を行った場合に居宅サービスに加算する。 
⇒多職種で共同しカンファレンスを行い、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導することで
医療機関側は介護支援等連携指導料もしくは退院時共同指導料２を算定する。 
 
■退院時共同指導料１ [在宅療養を担う医療機関にて算定] 
入院中の患者について、退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師等が入院中の医療機関と共同
で退院後の療養上必要な説明及び指導を行う場合に算定する。 
⇒入院中の医療機関については、退院時共同指導料２を算定する。 
 

在宅移行に向けた支援の充実化と在宅医療の推進は今後さらに重要視されていきます。自院が地域に
とってどの役割を果たすべきなのか、どの機能をもつべきなのか、次回の“医療・介護・福祉のトリプ
ル改定” に向けて今から検討を行うことを推奨いたします。 
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